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企画競争実施の公示 

 

令和２年５月２６日 

国土交通省国土交通政策研究所長  佐々木 良 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

１．業務概要 

（１）業務名：地域産業の活性化に資する輸出力強化に向けた航空貨物輸送の市場実

態に関する調査研究業務 

 

（２）業務内容 

   本業務は、日本発の航空貨物輸送の実態・課題及び世界的な航空貨物輸送の市

場や運賃決定の実態について把握することにより、国土交通省の航空行政におい

て農水産品等の輸出力強化施策の検討を進める上での基礎資料として活用され

ることを目的として実施するものである。 

 

（３）履行期限：令和３年３月１５日（月）を予定 

 

２．企画競争参加資格要件 

本業務への参加は次の要件を満たしていることが必要である。 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規

定に該当しない者であること。 

（２）令和元・２・３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

において関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。（但し、地方

自治体を除く） 

（３）国土交通省大臣官房会計課長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）情報セキュリティを確保するための十分な体制を整備していること。 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者とし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 
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３．手続等 

（１）担当者 

〒１６０－０００４ 

東京都新宿区四谷１丁目６－１ 四谷タワー１５階 

国土交通省 国土交通政策研究所 担当：金原（きんぱら）、渡邉（わたなべ） 

ＴＥＬ：０３－５３６９－６００２（内線２０７（金原）） 

E-mail：kimpara-a2ok@mlit.go.jp 

 

（２）説明書の交付期間及び交付方法 

本業務に係る概要、手続き及び評価基準等について示した説明書について、以

下のとおり交付する。 

・交付期間：令和２年５月２６日(火)から６月１７日(水)１７：００まで 

・交付方法：電子メール又は上記（１）において手交する。 

 

（３）説明会の開催日時及び場所 

・日時：令和２年６月４日（木） 

①１３：３０～１４：３０  ②１４：４５～１５：４５ 

③１６：００～１７：００ 

・場所：東京都新宿区四谷１丁目６－１ 四谷タワー１５階 

国土交通省 国土交通政策研究所 会議室 

※説明会への出席は任意とする。  

※出席希望者は、６月２日（火）１７:００までに担当者に連絡すること。 

※出席希望者は、上記①～③の時間帯のうち、希望する時間帯を連絡すること。

別途、６月３日（水）までに実施時間帯を担当者より連絡する。 

出席希望者多数の場合は、各回の参加人数を最小限にするため、必ずしも希 

望する時間帯とならないことがある。 

※事業者１者につき、１名までの参加とする。 

 

（４）企画提案書の提出期限及び提出方法 

・提出期限：令和２年６月２３日（火）１７:００まで 

・提出方法：上記（１）に持参又は郵送で提出する。 

 

（５）企画提案に関するヒアリング 

評価の参考とするため、以下の日程で企画提案書の提出者からヒアリングを行

う予定である。詳細な日時及び場所は別途連絡する。 

・実施日：令和２年６月２５日（木） 

・予備日：令和２年６月２６日（金） 
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４．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）関連情報を入手するための照会窓口は、３．（１）に同じ。 

（３）企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 
（４）企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された企画提案書を無効とする

とともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 
（５）提出された企画提案書は、企画提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。 
（６）提出期限以降における企画提案書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 
（７）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」

（平成１１年法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、開

示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等

を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。 

（８）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもの

であるが、会計法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じ

るものではない。 

（９）契約保証金は免除する。 

（10）契約書は作成する。 

（11）その他の詳細は説明書による。 


